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手動時代の第３７号踏切と第３８号踏切で使用されていた警報機の音色（両踏切とも同

じもの）は、全国の踏切で一般的に使用されているものとはかなり異なる、独特のもので

した。例えて言えば「空の鍋の底を料理に使う『おたま』でたたいたときの音をとくに甲

高くした感じ」といったところでしょうか。ついでに記すと、この両踏切では現在の警報

音になる以前はブザーを警報音として使用しており、これも全国的に珍しい存在でした。

この、手動時代の警報音は、一般的な警報音に比べるとかなり金属的な、耳につきやす

い音色でした。私は、その理由を探るため、オーディオ用のグラフィック・イコライザー

で、この警報音の周波数特性を解析してみました。その結果「人間の耳でもっとも感度が

高い２～３ｋＨｚ付近の成分を多く含んでいることが、この警報音を耳障り（うるさい）

と感じやすいことと関係しているのではないか？」という仮説を立てることができました。

人間の耳は、音の高さ（周波数）によって感度が異なります。つまり、実際の音量は同

じでも、聴感上では音の大きさが異なって感じるということです。感度が高いということ

は、音量が同じなら大きな音として感じる、あるいは音量が小さくても（遠くからでも）

聞こえやすいということです。

東武鉄道は、手動時代の第３７号踏切と第３８号踏切で、遮断機を下ろしたら警報音を

止める取扱方をしていました。これは上に記した、警報音がブザーだった時代からのもの

です。東武鉄道は、その理由を「近隣への騒音対策のため」と説明しています（『朝日新聞』

２００５年３月１８日朝刊社会面）。しかし、このような取扱方は、踏切保安係や通行人に

列車接近に対する注意力を持続させるという点では、百害あって一利なしであったことは

明白です。だいたい、もしも東武鉄道に限らない鉄道事業者が、どこかの踏切で「近隣へ

の騒音対策のため」として、遮断機が下りたら警報音が止まるようにしようとしても、国

土交通省が「安全確保上問題がある」として認めないに決まっていることは、鉄道工学の

専門知識がない一般人が常識で考えてもわかることです。

東武鉄道が「近隣への騒音対策」に配慮するのであれば、全国の大手私鉄で採用例が多

い「遮断機が下りたら警報音の音量を多少下げる」方法や、または踏切の詰所内だけ別の

警報音を鳴らし続けるなどの方法があったはずです。

それ以前に、東武鉄道が「近隣への騒音対策」に配慮しなければならないような、耳障

りに感じやすい音色の警報機をいつまでも使い続けてきたことそれ自体に、問題があった

はずです。東武鉄道では、竹ノ塚以外の踏切では、今回の死傷惨事が発生する以前から、

どこも一般的な音色の警報音を使用していました。つまり、竹ノ塚の踏切でだけ「近隣へ

の騒音対策」が必要な音色の警報音を使い続けるべき、何らかの必然性があったとは考え

にくいわけです。

これらのことから、

「東武鉄道には、『近隣への騒音対策』が必要になるような、音質的に問題がある警

報音を使い続けていた（違う音色のものに取り替えるべき配慮を怠った）ことによ

って、『遮断機を下ろしたら警報音を止める』という、踏切保安係の注意力を持続さ

せるうえで問題がある取扱方を必要とし、そのことが今回の死傷惨事の直接的な原

因であった『別の列車が接近していたのを忘れてしまった』という踏切保安係の人

為ミスを誘発する一因を生み出したという、踏切施設の管理者としての不作為責任

が所在していた」

と考える必要があることに、疑いをさしはさむ余地はないのではないでしょうか。
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手動時代の第３７号踏切と第３８号踏切で使われていた
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録音データ

録音日時 手動時代 ２００５年７月 ２日（土曜日、くもり）１４時４０分ごろ

自動化後 ２００５年９月２６日（月曜日、晴） １５時１０分ごろ

録音位置 手動時代 第３７号踏切東側の詰所前にある警報音のスピーカーの正面約２ｍ

自動化後 第３８号踏切東側の北寄りにある警報音のスピーカーの正面約３ｍ

録音機材（共通）マイクロホン ソニーＥＣＭ９６９

カセットレコーダー ソニーＴＣ－Ｄ５Ｍ（ドルビーＢ・ＮＲを使用）

カセットテープ ソニーＪＨＦ６０（ＴＹＰＥⅡポジション用）

ヘッドホン ソニーＭＤＲ－ＣＤ９００

音質の解析と録音の編集に使用した機材

グラフィック・イコライザー（ＧＥ） パイオニアＳＧ－５１００

＊ターンオーバー周波数 60Hz,150Hz,400Hz,1kHz,2.4kHz,6kHz,15kHz

（７エレメント、各±１０ｄＢ）

＊ｄＢ＝デシベル、音の大きさの単位

ハードディスク／ＣＤレコーダー（ＨＤ）ヤマハＣＤＲ－ＨＤ１３００

周波数特性の解析方法

１．カセットテープに録音してきたオリジナル音源をＧＥを介してＨＤにダビングする際、

周波数特性を変更しない状態（下表の録音番号の①と⑨）でコピーするときの最大録

音レベルが－１０ｄＢとなるよう、ＨＤの録音レベルを固定します。

２．この状態で、ＧＥで特定の１つの周波数帯域のみを強調（＋１０ｄＢ）した、７種類

のダビング録音を作成します。

３．このときのそれぞれの録音時に、ＨＤでの入力レベルを比較することで、オリジナル

音源にどの周波数帯域の成分が多く含まれているかを解析しました。

録音レベルの比較結果

＊丸数字は、別途作成したオーディオＣＤのトラック番号と対応しています。

＊③は風によるノイズが増幅されたものと見られます。

区分 強調した周波数（Ｈｚ） 無 60 150 400 1k 2.4k 6k 15k

録音番号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
手動時代

録音レベル表示（ｄＢ） －10 －10 －８ －10 －４ ０ －４ －10

録音番号 ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯
自動化後

録音レベル表示（ｄＢ） －10 －10 －10 －10 －10 －６ －８ －10

この比較表から、手動時代の第３７号踏切と第３８号踏切で使用されていた警報音では、

１ｋＨｚから６ｋＨｚの間の周波数帯域の音（高調波）、とくに２．４ｋＨｚ付近の音が、

自動化後の警報音と比べ際立って多く含まれていたことがわかります。

＊第３７号踏切と第３８号踏切では、手動時代・自動化後とも、同じ音色の警報音が使わ

れていました（使われています）。

以上


